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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
政
府
所
有
の
備
品
が
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
る
件
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
政
府
所
有
の
備
品
が
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
る
件
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

物
品
管
理
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
国
が
所
有
す
る
物
品
の
う
ち
重
要
な
も
の
と

し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
重
要
物
品
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
物
品
管
理
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第

三
百
三
十
九
号
）
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
物
品
管
理
簿
及
び
物
品
供
用
簿
（
以
下
「
物
品
管
理
簿
等
」
と
い
う
。
）
に
記
録

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

お
尋
ね
の
「
所
在
が
確
認
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
」
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
会
計
検
査
院
か
ら
「
重
要

物
品
と
し
て
物
品
管
理
簿
に
記
録
さ
れ
、
保
管
中
又
は
供
用
中
と
さ
れ
て
い
る
」
が
、
「
廃
棄
さ
れ
た
物
品
が
物
品
管
理
簿
等

に
記
録
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
た
」
又
は
「
現
物
の
確
認
が
で
き
な
か
っ
た
」
事
態
（
以
下
「
現
物
未
確
認
等
の
事
態
」
と

い
う
。
）
が
生
じ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
た
物
品
の
品
目
及
び
価
格
は
、
内
閣
官
房
に
つ
い
て
は
、
そ
の
品
目
は
、
フ
ァ
ク
シ
ミ

リ
を
は
じ
め
と
す
る
事
務
用
機
器
が
十
九
個
、
会
議
用
マ
イ
ク
設
備
一
式
を
は
じ
め
と
す
る
会
議
用
設
備
が
二
個
等
の
合
計
二

十
六
個
で
あ
り
、
そ
の
価
格
は
、
合
計
約
三
千
四
百
六
十
九
万
円
で
あ
る
。
ま
た
、
内
閣
府
本
府
に
つ
い
て
は
、
そ
の
品
目
は
、

多
重
無
線
通
信
装
置
を
は
じ
め
と
す
る
防
災
無
線
通
信
設
備
そ
の
他
の
防
災
の
用
に
供
す
る
通
信
設
備
又
は
機
器
が
百
七
十
九

個
、
食
品
安
全
総
合
情
報
シ
ス
テ
ム
を
は
じ
め
と
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
機
器
が
二
個
、
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
を
は
じ
め
と
す

一



る
事
務
用
機
器
が
十
個
等
の
合
計
二
百
一
個
で
あ
り
、
そ
の
価
格
は
、
合
計
約
六
十
四
億
三
千
七
百
八
十
九
万
円
で
あ
る
。
内

閣
官
房
及
び
内
閣
府
本
府
（
以
下
「
内
閣
府
本
府
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
当
該
指
摘
に
基
づ
き
、
状
況
の
調
査
を
行

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

内
閣
府
本
府
等
以
外
の
各
府
省
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
十
九
条
及
び
同
令
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
毎
会

計
年
度
一
回
及
び
物
品
管
理
官
等
が
交
替
す
る
場
合
等
に
そ
の
都
度
行
わ
れ
て
い
る
検
査
の
う
ち
、
直
近
の
も
の
（
以
下
「
直

近
の
物
品
検
査
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
現
物
未
確
認
等
の
事
態
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
会
計
検
査
院
に
お
い
て
も
、
直

近
の
物
品
検
査
に
お
い
て
、
現
物
未
確
認
等
の
事
態
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

お
尋
ね
の
「
主
な
五
つ
の
原
因
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
内
閣
府
本
府
等
に
お
い
て
現
物

未
確
認
等
の
事
態
が
発
生
し
た
原
因
と
し
て
は
、
同
法
及
び
同
法
に
基
づ
く
命
令
等
に
基
づ
き
物
品
を
適
正
に
管
理
す
る
こ
と

の
重
要
性
に
対
す
る
認
識
が
欠
け
て
い
る
こ
と
、
同
法
第
三
十
九
条
等
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
な
い
こ

と
、
内
閣
官
房
に
お
い
て
物
品
を
適
切
に
管
理
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
並
び
に
内
閣
府
本
府
に
お
い
て
、
頻

繁
な
組
織
の
新
設
や
統
廃
合
に
伴
い
執
務
室
が
移
転
等
し
て
い
る
状
況
及
び
内
閣
府
本
府
が
直
接
管
理
す
る
建
物
以
外
で
内
閣

府
本
府
の
物
品
が
設
置
さ
れ
て
い
る
状
況
に
即
し
て
物
品
を
適
切
に
管
理
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ

二



る
。同

法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
会
に
対
す
る
報
告
（
以
下
「
国
会
報
告
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法

第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
各
省
各
庁
の
長
が
作
成
す
る
重
要
物
品
に
係
る
毎
会
計
年
度
間
に
お
け
る
増
減
及
び
毎
会
計
年
度

末
に
お
け
る
現
在
額
の
報
告
書
（
以
下
「
物
品
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
財
務
大
臣
が
作
成
す
る
、
物
品
増
減
及
び
現

在
額
総
計
算
書
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
平
成
二
十
七
年
度
の
国
会
報
告
に
当
た
っ
て
、
内
閣
府
本
府
等
に
お

い
て
は
、
現
物
未
確
認
等
の
事
態
が
生
じ
て
い
る
と
疑
わ
れ
て
い
た
重
要
物
品
に
つ
い
て
そ
の
有
無
等
を
調
査
中
で
あ
っ
た
た

め
、
物
品
管
理
簿
の
記
載
に
基
づ
き
、
物
品
報
告
書
を
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
時
点
で
把
握
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、

内
閣
府
本
府
等
以
外
の
各
府
省
の
長
が
平
成
二
十
七
年
度
の
国
会
報
告
の
根
拠
と
な
る
物
品
報
告
書
を
作
成
す
る
時
点
に
お
い

て
は
、
現
物
未
確
認
等
の
事
態
が
あ
っ
た
と
は
認
識
し
て
お
ら
ず
、
会
計
検
査
院
に
お
い
て
も
、
平
成
二
十
七
年
度
の
国
会
報

告
の
根
拠
と
な
る
物
品
報
告
書
を
作
成
す
る
時
点
に
お
い
て
、
現
物
未
確
認
等
の
事
態
が
あ
っ
た
と
は
認
識
し
て
い
な
い
も
の

と
承
知
し
て
い
る
。
内
閣
府
本
府
等
に
お
い
て
は
、
会
計
検
査
院
か
ら
現
物
未
確
認
等
の
事
態
の
指
摘
を
受
け
た
重
要
物
品
に

つ
い
て
、
そ
の
状
況
を
調
査
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
該
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
物
品
管
理
簿
等
の
修
正
を
直
ち
に
行

っ
た
上
で
、
今
後
作
成
す
る
物
品
報
告
書
に
当
該
修
正
を
行
っ
た
物
品
管
理
簿
の
修
正
の
内
容
を
反
映
さ
せ
て
ま
い
り
た
い
。

三



お
尋
ね
の
「
転
売
や
譲
渡
が
な
さ
れ
た
物
品
」
及
び
「
自
宅
等
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

内
閣
府
本
府
等
が
現
在
行
っ
て
い
る
重
要
物
品
の
状
況
に
係
る
調
査
に
お
い
て
、現
時
点
で
把
握
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、

職
員
が
所
要
の
手
続
を
経
る
こ
と
な
く
売
却
し
た
り
、
無
償
で
譲
渡
し
た
り
し
た
重
要
物
品
や
自
宅
に
持
ち
帰
っ
た
重
要
物
品

は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
内
閣
府
本
府
等
に
お
い
て
、
職
員
に
対
し
、
物
品
の
管
理
に
関
す
る
研
修
を
定
期
的
に
実
施
し
、
物
品
を

適
正
に
管
理
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
周
知
徹
底
を
図
る
な
ど
、
現
物
未
確
認
等
の
事
態
の
再
発
防
止
に
努
め
て
ま
い
り

た
い
。

四


